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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第127期中 第128期中 第129期中 第127期 第128期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等

 売上高 (百万円) 9,313 6,915 7,691 20,780 15,365

 経常利益又は 
 経常損失(△)

(百万円) △215 △1,087 105 103 △2,687

 中間純利益又は 
 中間(当期)純損失(△)

(百万円) △472 △2,205 192 △1,550 △3,405

 純資産額 (百万円) 12,394 9,250 7,676 11,596 7,476

 総資産額 (百万円) 33,041 28,894 23,190 33,079 27,163

 １株当たり純資産額 (円) 371.44 276.03 228.74 347.54 222.78
 １株当たり中間純利益 
 又は中間(当期)純損失
(△)

(円) △14.15 △66.10 5.76 △46.45 △102.08

 潜在株式調整後 
 １株当たり中間 
 (当期)純利益

(円) ― ─ ─ ― ─

 自己資本比率 (％) 37.5 31.9 32.9 35.1 27.4

 営業活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) 437 △2,052 1,288 335 △3,589

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) △494 9 524 △492 3,396

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) △304 △132 △1,755 △680 △1,177

 現金及び現金同等物の 
 中間期末(期末)残高

(百万円) 4,057 1,414 2,275 3,590 2,219

 従業員数 (人) 505 328 314 360 330

(2) 提出会社の経営指標等

 売上高 (百万円) 6,867 4,408 4,849 14,448 9,901

 経常利益又は 
 経常損失(△)

(百万円) 56 △863 18 222 △2,661

 中間純利益又は 
 中間(当期)純損失(△)

(百万円) 44 △1,886 119 △956 △3,506

 資本金 (百万円) 4,903 4,903 4,903 4,903 4,903

 発行済株式総数 (株) 33,397,346 33,397,346 33,397,346 33,397,346 33,397,346

 純資産額 (百万円) 12,080 9,276 7,178 11,310 7,068

 総資産額 (百万円) 29,681 26,704 20,386 29,678 24,061

 １株当たり純資産額 (円) 362.02 278.02 215.17 338.97 211.85

 １株当たり中間純利益 
 又は中間(当期)純損失 
 (△)

(円) 1.35 △56.53 3.57 △28.66 △105.08

 潜在株式調整後 
 １株当たり中間 
 (当期)純利益

(円) ― ─ ─ ― ─

 １株当たり配当額 (円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 自己資本比率 (％) 40.7 34.7 35.2 38.1 29.4
 従業員数 (人) 230 215 203 226 211



(注) １ 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。 

２ 連結経営指標等における潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載しており

ません。 

  提出会社の経営指標等における潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載し

ておりません。 

３ 純資産額の算定に当たり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

  



２ 【事業の内容】 

当社グループは、鋼構造物事業(橋梁その他鋼構造物の設計、製作、架設及び補修工事等)、労働者派遣

事業(労働者派遣事業及び有料職業紹介事業)、賃貸倉庫事業(不動産賃貸及び物流倉庫事業)及び防災関連

事業(防災関連商品の販売及び施工)を主たる事業として展開しております。 

なお防災関連事業については、当中間連結会計期間より当社が新たな事業として展開しており、今後、

既存商品の販売拡大及び新商品の開発により同事業の重要性が増すと見込まれるため、新たに事業区分に

追加しております。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ (  )内は、関係会社他への出向者数であり、外数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はございません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

鋼構造物事業 230

労働者派遣事業 61

賃貸倉庫事業 5

防災関連事業 4

全社(共通) 14

合計 314

従業員数(人) 203 (16)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の不安定感や原油価格高騰に伴う原材料のコ

スト高等、先行きの不透明感はあるものの、堅調な企業収益と設備投資を背景に、総じて好調に推移い

たしました。 

当社グループの主要事業である鋼構造物事業、特に橋梁事業においては、前連結会計年度の工場操業

維持に重点を置いた極端な低価格での落札状況から、当中間連結会計期間に入り、技術提案力や施工体

制を重視した総合評価方式が導入され、鋼橋の受注価格は総体的に回復傾向にあります。しかしなが

ら、公共投資抑制の継続により鋼橋発注量が低水準で推移したため、受注量・金額ともに依然として厳

しい状況となりました。 

一方、労働者派遣事業につきましては、市場ニーズの高い東京地区の営業基盤の確立と新たな医療分

野への進出による差別化を図り、新規顧客を開拓することに尽力してまいりました。賃貸倉庫事業につ

きましては、当社千葉事業所における事業用倉庫の賃貸を中心として順調に推移いたしました。 

また、当社グループは、事業領域の拡大による事業ポートフォリオの再構築を行うため、当中間連結

会計期間より、大地震や火事、洪水等の災害に対応した防災関連事業に新たに取り組み、高まる社会的

ニーズに応えていくことといたしました。 

このような環境の下、当社グループは、利益創出できる受注の確保に向けて技術提案の充実に尽力

し、積極的に応札を行うとともに、コスト競争力向上のための生産体制の見直しとともに、本社の堺工

場への移転による拠点コストの削減等、共通固定費の圧縮に傾注してまいりました。 

また、当中間連結会計期間において、財務体質の一層の改善を図るべく当社及び連結子会社が保有す

る千葉第二工場(土地・建物)を売却いたしました。 

その結果、当中間連結会計期間の営業の成果は次のとおりであります。 

受注高は9,115百万円と前年同期に比べ1,037百万円(12.8％)、売上高は7,691百万円と前年同期に比

べ776百万円(11.2％)、それぞれ増加いたしました。 

損益面につきましては、従来からの生産効率向上及び固定費圧縮施策の効果と、受注価格の回復によ

って、鋼橋の採算性が改善し、売上総利益は1,034百万円(前年同期は77百万円の損失)、営業利益は106

百万円(同1,083百万円の損失)、経常利益は105百万円(同1,087百万円の損失)となりました。 

また、千葉第二工場の売却に伴い固定資産売却損42百万円を計上する一方、売却土地の再評価に係る

繰延税金負債取崩額167百万円を法人税等調整額に計上いたしました結果、中間純利益は192百万円(同

2,205百万円の損失)となりました。 

  



事業の種類別セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

① 鋼構造物事業 

鋼構造物事業につきましては、当中間連結会計期間の売上高は6,169百万円と前年同期に比べ707百

万円(12.9％)増加し、営業利益は31百万円(前年同期は1,182百万円の損失)となりました。 

(橋梁事業) 

橋梁事業につきましては、当中間連結会計期間の売上高は6,144百万円と前年同期に比べ693百万円

(12.7％)増加いたしました。 

(その他鋼構造物事業) 

その他鋼構造物事業につきましては、保有資産の有効活用の観点から、当社千葉事業所においてシ

ョットブラスト、塗装及び鋼構造物製作の受託事業を積極的に展開してまいりました。その結果、当

中間連結会計期間の売上高は24百万円と前年同期に比べ13百万円(124.5％)増加いたしました。 

② 労働者派遣事業 

労働者派遣事業につきましては、市場拡充に向けて取り組んできた東京地区での営業基盤が定着し

てきたことにより、当中間連結会計期間におきましては、売上高は1,302百万円と前年同期に比べ111

百万円(9.4％)増加いたしましたが、新たな医療分野への進出に伴い、派遣スタッフへの教育費用が

発生したため、営業損失は７百万円(前年同期は10百万円の利益)となりました。 

③ 賃貸倉庫事業 

賃貸倉庫事業につきましては、前連結会計年度において一部を賃貸していた当社本社を売却したこ

とにより、当中間連結会計期間の売上高は196百万円と前年同期に比べ65百万円(25.1％)、営業利益

は79百万円と前年同期に比べ９百万円(10.9％)、それぞれ減少いたしました。 

④ 防災関連事業 

防災関連事業につきましては、当中間連結会計期間において「雨水浸透槽・貯留槽」を事業化し、

販売・施工の実績をあげるに至りました。なお、当中間連結会計期間における売上高は23百万円、営

業利益は３百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比

べ56百万円(2.6％)増加し、2,275百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金の増加は1,288百万円(前年同期は2,052百万円の減少)となりました。 

これは主として、売上債権の減少額2,752百万円及びたな卸資産の減少額558百万円により資金が増加

した一方、仕入債務の減少額1,419百万円により資金が減少したことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の増加は524百万円(前年同期は９百万円の増加)となりました。 

これは主として、当社及び連結子会社が保有していた千葉第二工場の売却により有形固定資産の売却

収入が675百万円となった一方、設備投資として148百万円を支出したことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の減少は1,755百万円(前年同期は132百万円の減少)となりました。 

これは主として、短期借入金の純減額が1,240百万円となったこと及び長期借入金の約定返済515百万

円によるものであります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 防災関連事業は、当中間連結会計期間より新たに事業区分に追加したものであります。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を製品別に示すと、次のとおりである。 

 
(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 防災関連事業は、当中間連結会計期間より新たに事業区分に追加したものであります。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 防災関連事業は、当中間連結会計期間より新たに事業区分に追加したものであります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

鋼構造物事業

橋梁事業 5,691 96.0

その他鋼構造物事業 25 72.9

計 5,716 95.8

防災関連事業 28 ─

合計 5,745 96.3

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

鋼構造物事業

橋梁事業 9,041 112.5 16,260 106.5

その他鋼構造物事業 29 66.7 5 15.5

計 9,071 112.3 16,265 106.3

防災関連事業 44 ─ 21 ─

合計 9,115 112.8 16,286 106.4

事業の種類別セグメントの名称 売上高(百万円) 前年同期比(％)

鋼構造物事業

橋梁事業 6,144 112.7

その他鋼構造物事業 24 224.5

計 6,169 112.9

労働者派遣事業 1,302 109.4

賃貸倉庫事業 196 74.9

防災関連事業 23 ─

合計 7,691 111.2

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

相手先 金額(百万円) 割合(％) 相手先 金額(百万円) 割合(％)

国土交通省 1,610 23.3 国土交通省 1,965 25.6



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、平成19年度から平成21年度までの３ヶ年を計画期間とした中期経営計画(ENDLESS 

CHALLENGE 2007～2009)を策定し、当中間連結会計期間は計画期間の初年度となります。毎期確実な利益

の捻出と強固な経営基盤の確立の早期実現を目指す当社グループにおいて、中期経営計画の確実な実行が

対処すべき課題であります。 

計画の骨子は、変化する鋼橋市場における当社グループの役割を企画・設計から製作、架設、保全に至

るまで一貫してマネジメントする「鋼橋総合エンジニアリング」と位置づけ、グループ総合力を結集し、

技術提案型営業を強化することにより顧客ニーズに的確に応え、採算性の向上を推進すること、また、事

業領域の拡大による事業ポートフォリオの再構築を図るべく、「防災」をテーマとした新規事業を積極的

に展開し、新たな付加価値の獲得に努めることであります。 

当中間連結会計期間において、当社は経営計画の確実な達成に向けて、人員再配置を含む受注体制の再

構築と、迅速な意思決定と機動的な業務執行を重視した経営管理体制への移行を実施いたしました。 

また、当社グループは、生産効率の向上と工場操業度の平準化を重視し、利益創出できる受注を確保す

べく、技術提案を充実させて積極的に応札を行うとともに、コスト競争力向上のための生産体制の見直し

及び共通固定費の圧縮に傾注してまいりました。 

さらに、防災関連事業への取り組みとして、「雨水浸透槽・貯留槽」を事業化し、また、大学及び研究

機関との密接なる産学連係のもと、「多目的防災貯水槽」の商品化に向けて取り組んでまいりました。 

一方で、業務拡大に偏重せず、コンプライアンスを意識した取り組みにつきましても重要な経営課題と

位置づけ、過去の反省を風化させることがないよう、企業理念・自主行動基準に基づく、より厳密なコン

プライアンス体制の構築を推進してまいります。 

今後も、社内監査体制の更なる強化を図るとともに、従業員教育を継続的に実施し、企業理念・倫理方

針の周知徹底に取り組んでまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はございません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、主要事業である鋼構造物事業、特に橋梁事業の研究開発を会社の将来を決定する重要

な先行投資と考え、保有技術の高度化及び新タイプの橋梁の研究開発に積極的に取り組んでおります。 

また当中間連結会計期間より、高まる社会的ニーズに応えるべく、大地震や火事、洪水等の災害に対応

した防災関連事業に新たに取り組んでおり、事業規模の拡大に向けて既存商品の改良及び新商品の開発に

注力しております。 

組織的には、技術開発部門(当社技術部及び千葉事業所)を中心として、大学や研究機関とも緊密な関係

を保ちながら研究開発を進めております。 

当中間連結会計期間における研究開発費は39百万円であり、各事業における主要な研究開発の内容につ

きましては次のとおりであります。 

(鋼構造物事業) 

過去に施工実績をあげている少数主桁橋梁等に適用する高耐久性合成床版につきましては、実績拡大

のため発注者が求める性能証明に注力するとともに、量産体制の強化(折り曲げ鉄筋加工機等)を目指し

た製品の改良・開発を継続しております。また、当社グループの独自技術であり、道路床版の拡幅工事

に優位性がある鉄筋継手工法(スカッドロック工法)につきましては、性能証明や公的認証取得に向けた

取り組みと併行して、技術の更なる高度化を目指して、連結子会社の松尾エンジニヤリング(株)と共同

開発を継続しております。 

新タイプの橋梁の研究開発といたしましては、ライフサイクルコストに有望な新素材であるアルミニ

ウム合金を用いた橋梁の実用化に向けて、産学共同で構成している「アルミニウム橋研究会」に参加

し、技術開発活動を推進しております。 

さらに、鋼とポリプロピレン成型材のハイブリット構造からなる超軽量の「(仮称)複合構築板」の研

究開発を行っております。災害等緊急時の土木・建築構造物の仮設材あるいはそのメリットを活かした

永久構造物での附属設備としての採用も視野に入れ、商品化に向けて鋭意開発中であります。 

鋼構造物事業における当中間連結会計期間の研究開発費は13百万円となりました。 

(防災関連事業) 

当中間連結会計期間に事業化し、販売・施工実績をあげている「雨水貯留槽・浸透槽」につきまして

は、低コスト化に向けた研究を引き続き行っております。 

また、鋼(専用特殊フォーミング材)とポリプロピレン製ブロックの複合構造からなる「多目的防災貯

水槽」につきましては、大学及び研究機関との密接なる産学連係の下、従来品にはない機能(免震性)を

備えた、安全かつ低価格な商品として研究開発を進めております。 

防災関連事業における当中間連結会計期間の研究開発費は26百万円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はございません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はございません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はございません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はございません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はございません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 99,700,000

計 99,700,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 33,397,346 33,397,346

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

―

計 33,397,346 33,397,346 ― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社   628,000株 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ― 33,397,346 ― 4,903 ― 1,594

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10
号

1,380 4.13

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
証券管理部内

1,140 3.41

木村 隆男 大阪府高石市 1,044 3.13

新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町二丁目６番３号 800 2.40

松尾橋梁友和会 堺市堺区大浜西町３番地 658 1.97

シービーエヌワイディエフエイ
インターナショナルキャップバ
リューポートフォリオ 
(常任代理人シティバンク銀行
株式会社)

1299 OCEAN AVENUE,11F,
SANTA MONICA,CA 90401 USA 
(東京都品川区東品川二丁目３番14号)

631 1.89

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 628 1.88

南原 康則 堺市北区 507 1.52

住友金属工業株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 500 1.50

株式会社みずほコーポレート銀
行 
(常任代理人資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号)

405 1.21

計 ― 7,693 23.03



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が31,000株含まれておりま

す。なお、当該株式については、「議決権の数」には含めておりません。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式872株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高、 低株価は、東京証券取引所市場第一部によるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はございません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   34,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 33,292,000 33,261 ―

単元未満株式 普通株式   71,346 ― ―

発行済株式総数 33,397,346 ― ―

総株主の議決権 ― 33,261 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式)

松尾橋梁株式会社 
 

堺市堺区大浜西町３番地 34,000 ― 34,000 0.10

計 ― 34,000 ― 34,000 0.10

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 142 142 194 188 173 153

低(円) 126 118 135 155 125 128



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成し、「建設業法施行規則」(昭和24

年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また、当中間連結会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに

中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金預金 1,414 2,275 2,219

 ２ 受取手形及び 
   完成工事 
   未収入金等

※2 
※5

5,646 4,341 7,104

 ３ 有価証券 ※2 15 11 21

 ４ 未成工事支出金 2,504 1,659 2,210

 ５ 材料貯蔵品 37 33 40

 ６ その他 459 314 405

   貸倒引当金 △16 △71 △57

   流動資産合計 10,061 34.8 8,564 36.9 11,945 44.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び 
    構築物

※1 
※2

4,098 2,705 2,840

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

※1 752 607 657

  (3) 工具器具及び 
    備品

※1 110 122 98

  (4) 貸与資産 ※1 304 373 323

  (5) 土地 ※2 10,791 9,233 9,813

  (6) 建設仮勘定 13 45 8

   有形固定資産 
   合計

16,071 13,087 13,741

 ２ 無形固定資産 183 145 157

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 ※2 2,167 828 787

  (2) 長期貸付金 195 404 395

  (3) その他 ※2 344 418 375

    貸倒引当金 △128 △258 △238

   投資その他の 
   資産合計

2,578 1,392 1,319

   固定資産合計 18,833 65.2 14,625 63.1 15,218 56.0

   資産合計 28,894 100.0 23,190 100.0 27,163 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   工事未払金等

3,783 3,020 4,439

 ２ 短期借入金 ※2 1,810 1,448 2,860

 ３ １年以内償還 
   予定の社債

─ 500 500

 ４ 未払法人税等 27 25 40

 ５ 未成工事受入金 1,110 2,017 1,989

 ６ 賞与引当金 126 133 136

 ７ 工事損失引当金 305 241 914

 ８ 損害補償損失 
   引当金

576 419 419

 ９ その他 1,416 994 1,089

   流動負債合計 9,156 31.7 8,799 37.9 12,389 45.6

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,000 500 500

 ２ 長期借入金 ※2 3,890 1,452 1,795

 ３ 繰延税金負債 410 20 25

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

3,452 3,193 3,360

 ５ 退職給付引当金 1,638 1,515 1,581

 ６ その他 97 33 34

   固定負債合計 10,488 36.3 6,714 29.0 7,297 26.9

   負債合計 19,644 68.0 15,514 66.9 19,687 72.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,903 4,903 4,903

 ２ 資本剰余金 1,739 1,739 1,739

 ３ 利益剰余金 △2,636 △3,664 △4,111

 ４ 自己株式 △6 △6 △6

   株主資本合計 4,001 13.8 2,972 12.8 2,525 9.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

627 31 39

 ２ 土地再評価 
   差額金

4,583 4,603 4,858

 ３ 為替換算 
   調整勘定

△2 23 8

   評価・換算 
   差額等合計

5,208 18.1 4,658 20.1 4,907 18.1

Ⅲ 少数株主持分 39 0.1 44 0.2 42 0.1

   純資産合計 9,250 32.0 7,676 33.1 7,476 27.5

   負債純資産合計 28,894 100.0 23,190 100.0 27,163 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 6,915 100.0 7,691 100.0 15,365 100.0

Ⅱ 売上原価 6,992 101.1 6,657 86.6 16,033 104.3

   売上総利益又は 
   売上総損失(△)

△77 △1.1 1,034 13.4 △667 △4.3

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※1 1,005 14.6 927 12.0 1,937 12.6

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△1,083 △15.7 106 1.4 △2,605 △16.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2 4 4

 ２ 受取配当金 15 5 20

 ３ 投資有価証券 
   売却益

79 ─ 79

 ４ 為替差益 4 0 4

 ５ 持分法による 
   投資利益

18 84 67

 ６ その他 8 129 1.9 3 97 1.3 30 207 1.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 86 59 175

 ２ シンジケート 
   ローン手数料

36 27 68

 ３ その他 11 133 1.9 11 97 1.3 45 289 1.9

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△1,087 △15.7 105 1.4 △2,687 △17.5



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※2 0 ─ 224

 ２ 投資有価証券 
   売却益

1 ─ 1,125

 ３ ゴルフ会員権 
   売却益

4 ─ 4

 ４ 貸倒引当金 
   戻入益

4 9 0.1 ─ ─ ─ 4 1,358 8.8

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※3 ─ 42 ─

 ２ 固定資産除却損 ※4 5 14 25

 ３ 投資有価証券 
   売却損

81 ─ 81

 ４ 貸倒引当金 
   繰入額

10 ─ 120

 ５ 減損損失 ※5 ─ ─ 295

 ６ 課徴金及び 
   違約金等 

5 ─ 2

 ７ 損害補償損失 
   引当金繰入額

780 ─ 780

 ８ 独占禁止法違反 
   に係る罰金

240 ─ 240

 ９ 役員退職慰労金 1 ─ 1

 10 その他 4 1,129 16.3 7 63 0.9 604 2,152 14.0

   税金等調整前 
   中間純利益又は 
   税金等調整前 
   中間(当期) 
   純損失(△)

△2,207 △31.9 42 0.5 △3,480 △22.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

14 15 30

   法人税等調整額 ─ 14 0.2 △167 △151 △2.0 △91 △61 △0.4

   少数株主利益 
   又は少数株主 
   損失(△)

△16 △0.2 1 0.0 △13 △0.1

   中間純利益又は 
   中間(当期) 
   純損失

△2,205 △31.9 192 2.5 △3,405 △22.2



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 4,903 1,739 △430 △6 6,206

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △2,205 △2,205

 自己株式の取得 △0 △0

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △2,205 △0 △2,205

平成18年９月30日残高(百万円) 4,903 1,739 △2,636 △6 4,001

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 797 4,583 7 5,389 58 11,654

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △2,205

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△170 ─ △10 △180 △18 △199

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△170 ─ △10 △180 △18 △2,404

平成18年９月30日残高(百万円) 627 4,583 △2 5,208 39 9,250



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 4,903 1,739 △4,111 △6 2,525

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 192 192

 自己株式の取得 △0 △0

 土地再評価差額金の取崩額 255 255

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 447 △0 447

平成19年９月30日残高(百万円) 4,903 1,739 △3,664 △6 2,972

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 39 4,858 8 4,907 42 7,476

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 192

 自己株式の取得 △0

 土地再評価差額金の取崩額 255

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△8 △255 14 △249 1 △247

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△8 △255 14 △249 1 200

平成19年９月30日残高(百万円) 31 4,603 23 4,658 44 7,676



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 4,903 1,739 △430 △6 6,206

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △3,405 △3,405

 土地再評価差額金の取崩 △275 △275

 自己株式の取得 △0 △0

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △3,681 △0 △3,681

平成19年３月31日残高(百万円) 4,903 1,739 △4,111 △6 2,525

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 797 4,583 7 5,389 58 11,654

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △3,405

 土地再評価差額金の取崩 △275

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△758 275 0 △481 △15 △497

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△758 275 0 △481 △15 △4,178

平成19年３月31日残高(百万円) 39 4,858 8 4,907 42 7,476



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前中間純利益 
   又は税金等調整前 
   中間(当期)純損失(△)

△2,207 42 △3,480

   減価償却費 231 175 404

   減損損失 ─ ─ 295

   退職給付引当金の増減額 △56 △66 △112

   貸倒引当金の増減額 6 33 157

   受取利息及び受取配当金 △17 △9 △25

   支払利息 86 59 175

   投資有価証券売却損益 △81 ─ △1,124

   売上債権の増減額 2,172 2,752 714

   たな卸資産の増減額 △776 558 △485

   仕入債務の増減額 △1,394 △1,419 △841

   未払消費税等の増減額 △122 71 △15

   還付消費税等の増減額 △61 9 △17

   未成工事受入金の増減額 △53 27 825

   課徴金及び違約金等 5 ─ 2

   損害補償損失引当金 
   繰入額

780 ─ 780

   独占禁止法違反に係る 
   罰金

240 ─ 240

   その他 134 △876 473

    小計 △1,113 1,358 △2,033

   利息及び配当金の受取額 17 9 25

   利息の支払額 △79 △50 △189

   課徴金及び違約金等の 
   支払額

△840 ─ △1,355

   法人税等の支払額 △36 △29 △37

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△2,052 1,288 △3,589

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有形固定資産の 
   取得による支出

△62 △148 △107

   有形固定資産の 
   売却による収入

0 675 2,135

   投資有価証券の 
   売却による収入

59 5 1,617

   貸付けの実行による支出 △15 △22 △240

   貸付金の回収による収入 19 5 22

   その他 7 8 △32

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

9 524 3,396



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額 250 △1,240 1,450

   長期借入金の 
   返済による支出

△382 △515 △2,627

   その他 △0 △0 △0

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△132 △1,755 △1,177

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

0 △0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額

△2,176 56 △1,371

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

3,590 2,219 3,590

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 1,414 2,275 2,219



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― 当社グループは、当中間連結会計期
間において192百万円の中間純利益
を計上しましたが、前連結会計年度
において営業損失2,605百万円、経
常損失2,687百万円及び当期純損失
3,405百万円を計上し、営業活動に
よるキャッシュ・フローは3,589百
万円のマイナスとなり、また、当期
純損失の計上は６期連続となりまし
た。当該状況により、当社グループ
には継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在しております。 
当該状況は、鋼橋市場の漸減傾向を
見据えて事業の再構築、希望退職の
実施及び生産拠点の集約等の大規模
なリストラを実施したことにより、
連続して当期純損失を計上するに至
ったこと、また前連結会計年度にお
いては、平成18年３月期における鋼
橋業界での独占禁止法違反事件によ
る指名停止措置に伴う受注量の減
少、指名停止措置後の鋼橋発注再開
後の受注競争の激化による低価格工
事の増加、独占禁止法違反に係る罰
金及び違約金の支払いの発生等の結
果、生じたものであります。 
当社グループは、当該状況を解消す
るため、平成19年３月に策定した
「新中期経営計画」に基づき、当社
グループが積み上げてきた橋梁事業
全般に係る技術力と施工実績を背景
に、変化する鋼橋市場における当社
グループの役割を企画・設計から製
作、架設、保全に至るまで一貫して
マネジメントする「鋼橋総合エンジ
ニアリング」と位置づけ、グループ
総合力を結集し、技術提案型営業を
強化することにより顧客ニーズに的
確に応え、採算性の向上を推進する
と共に、事業領域の拡大による事業
ポートフォリオの再構築を図るべ
く、「防災」をテーマとした新規事
業を積極的に展開し、新たな付加価
値の獲得に努めております。 
さらに、人員再配置を含む生産体制
及び受注体制の再構築を実施し、生
産効率の向上と工場操業度の平準化
を重視した工事受注に取り組んでお
り、共通固定費の抜本的な見直しを
行う中で、コスト構造の 適化を図
り利益の改善に注力するとともに、
経営計画の確実な達成に向けて当社
の経営管理機構を改革し、迅速な意
思決定と機動的な業務執行を重視し
た経営管理体制に移行いたしまし
た。 
その結果、当中間連結会計期間の受
注高は9,115百万円と前年同期に比
べ1,037百万円(12.8%)の増加となり
ました。 
また、当中間連結会計期間に、財務
体質の一層の改善を図るべく当社及
び連結子会社が保有する千葉第二工
場(土地・建物)を売却いたしまし
た。 
鋼橋業界を取り巻く事業環境が依然
不安定な中で、当社グループは、引
き続き経営計画達成に向けて鋭意取
り組み、業績回復ならびにフリー・

当社グループは、当連結会計年度に
おいて営業損失2,605百万円、経常
損失2,687百万円及び当期純損失
3,405百万円を計上し、営業活動に
よるキャッシュ・フローは3,589百
万円のマイナスとなった。また、当
期純損失の計上は６期連続となっ
た。このような状況により、当社グ
ループには継続企業の前提に関する
重要な疑義が存在している。 
当該状況は、鋼橋市場の漸減傾向を
見据えて事業の再構築、希望退職の
実施及び生産拠点の集約等の大規模
なリストラを実施したことにより、
連続して当期純損失を計上するに至
ったこと、また当連結会計年度にお
いては、前連結会計年度における鋼
橋業界での独占禁止法違反事件によ
る指名停止措置に伴う受注量の減
少、指名停止措置後の鋼橋発注再開
後の受注競争の激化による低価格工
事の増加、独占禁止法違反に係る罰
金及び違約金の支払いの発生等の結
果、生じたものである。 
当社グループは、当該状況を解消す
るため、平成19年３月に策定した
「新中期経営計画」に基づき、当社
グループが積み上げてきた橋梁事業
全般に係る技術力と施工実績を背景
に、変化する鋼橋市場における当社
グループの役割を企画・設計から製
作、架設、保全に至るまで一貫して
マネジメントする「鋼橋総合エンジ
ニアリング」と位置づけ、グループ
総合力を結集し、技術提案型営業を
強化することにより顧客ニーズに的
確に応え、採算性の向上を目指す。
また、事業領域の拡大による事業ポ
ートフォリオの再構築を図るべく、
「防災」をテーマとした新規事業を
積極的に展開し、新たな付加価値の
獲得を目指す。 
同時に、人員再配置を含む生産体制
及び受注体制の再構築を実施し、生
産効率の向上と工場操業度の平準化
を重視した工事受注を目指していく
とともに、共通固定費の抜本的な見
直しを行う中で、コスト構造の 適
化を図り利益の改善に注力してい
く。 
更には経営計画の確実な達成に向け
て当社の経営管理機構を改革し、迅
速な意思決定と機動的な業務執行を
重視した経営管理体制に移行する。
今後は、単年度での経営責任を明確
にした組織・機構下で、計画の完遂
を図っていく。 
当連結会計年度末においては金融機
関の財務制限条項に抵触していない
が、当社グループは当社本社等の売
却により有利子負債を大幅に削減し
た。今後は、経営計画達成によるフ
リー・キャッシュフローの創出によ
り有利子負債を圧縮し、更なる財務
体質の強化を図っていく。 
従って、連結財務諸表は継続企業を
前提として作成しており、このよう
な重要な疑義の影響を連結財務諸表
には反映していない。



   
  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

キャッシュフローの創出による有利
子負債の圧縮を図ってまいります。 
従って、中間連結財務諸表は継続企
業を前提として作成しており、この
ような重要な疑義の影響を中間連結
財務諸表には反映しておりません。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

    松尾エンジニヤリング㈱ 

    ㈱ホホエミー 

    松尾興産㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

    松尾エンジニヤリング㈱ 

    ㈱ホホエミー 

    松尾興産㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

    松尾エンジニヤリング㈱ 

    ㈱ホホエミー 

    松尾興産㈱

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

    ㈱アイティーティー

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

    ㈱佐渡自然エネルギー 

    研究所

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

    ㈱佐渡自然エネルギー 

    研究所

 (連結の範囲から除いた理由)  (連結の範囲から除いた理由)  (連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、その総資産

合計額、売上高合計額、中間

純損益額のうち持分に見合う

額の合計額及び利益剰余金合

計額のうち持分に見合う額の

合計額等が、当社と連結子会

社の総資産合計額、売上高合

計額、中間純損益額のうち持

分に見合う額の合計額及び利

益剰余金合計額のうち持分に

見合う額の合計額等に対し

て、いずれも僅少であり、全

体としても中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためである。

非連結子会社は小規模であ

り、総資産額、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)

は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

非連結子会社は、その総資産

合計額、売上高合計額、当期

純損益額のうち持分に見合う

額の合計額及び利益剰余金合

計額のうち持分に見合う額の

合計額等が、当社と連結子会

社の総資産合計額、売上高合

計額、当期純損益額のうち持

分に見合う額の合計額及び利

益剰余金合計額のうち持分に

見合う額の合計額等に対し

て、いずれも僅少であり、全

体としても連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないた

めである。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項

関 連 会 社 で あ る HAMILTON 

CONSTRUCTION COMPANY及び上海

松尾鋼結構有限公司に対する投

資について持分法を適用してい

る。なお、非連結子会社(㈱ア

イティーティー他)及び上記以

外の関連会社については、中間

純損益額のうち持分に見合う額

の合計額及び利益剰余金合計額

のうち持分に見合う額の合計額

等が、当社と連結子会社の中間

純損益額のうち持分に見合う額

の合計額及び利益剰余金合計額

のうち持分に見合う額の合計額

等に対していずれも僅少であ

り、全体としても中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないので、これらの会社に対す

る投資については持分法を適用

せず原価法により評価してい

る。

関 連 会 社 で あ る HAMILTON 

CONSTRUCTION COMPANY及び上海

松尾鋼結構有限公司に対する投

資について持分法を適用してお

ります。 

なお、非連結子会社(㈱佐渡自

然エネルギー研究所)及び上記

以外の関連会社につきまして

は、中間純損益額及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、これらの会社に対す

る投資については持分法を適用

せず原価法により評価しており

ます。

関 連 会 社 で あ る HAMILTON 

CONSTRUCTION COMPANY及び上海

松尾鋼結構有限公司に対する投

資について持分法を適用してい

る。なお、非連結子会社(㈱佐

渡自然エネルギー研究所)及び

上記以外の関連会社について

は、当期純損益額のうち持分に

見合う額の合計額及び利益剰余

金合計額のうち持分に見合う額

の合計額等が、当社と連結子会

社の当期純損益額のうち持分に

見合う額の合計額及び利益剰余

金合計額のうち持分に見合う額

の合計額等に対していずれも僅

少であり、全体としても連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないので、これらの会社に対

する投資については持分法を適

用せず原価法により評価してい

る。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  連結子会社の中間決算日は中間

連結決算日と一致している。
同左

  連結子会社の決算日は連結決算

日と一致している。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ①有価証券

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ①有価証券

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ①有価証券

   その他有価証券

   時価のあるもの

   中間決算日の市場価格等に基

づく時価法

   (評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法による)

   時価のないもの

   原価法・移動平均法

   その他有価証券

   時価のあるもの

  

 

同左

  

 

   時価のないもの

同左

   その他有価証券

   時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基

づく時価法

   (評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法による)

   時価のないもの

同左

  ②たな卸資産   ②たな卸資産   ②たな卸資産

   未成工事支出金 

       原価法・個別法 

   材料貯蔵品 

       原価法・移動平均法

同左 同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産

   建物・貸与資産は定額法、建

物・貸与資産以外については

定率法によっている。なお、

主な耐用年数は以下のとおり

である

建物及び 
構築物

３年～60年

機械装置 
及び運搬具

２年～17年

貸与資産 10年

同左 同左

  ②無形固定資産   ②無形固定資産   ②無形固定資産

   ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額

法、その他の無形固定資産に

ついては、定額法を採用して

いる。

同左 同左



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金

   当社及び連結子会社は、債権

の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上している。

同左 同左

  ②賞与引当金   ②賞与引当金   ②賞与引当金

   当社及び連結子会社は、従業

員の賞与支給に備えるため、

支給見込額を計上している。

同左 同左

  ③工事損失引当金   ③工事損失引当金   ③工事損失引当金

   当社及び連結子会社は、受注

工事の将来の損失に備えるた

め、当中間連結会計期間末の

手持工事のうち損失の発生が

確実視され、かつ、同時点で

の当該損失額を合理的に見積

もることが可能な工事につい

て、損失見込額を計上してい

る。

同左

   受注工事の将来の損失に備え

るため、当連結会計年度末の

手持工事のうち損失の発生が

確実視され、かつ、同時点で

の当該損失額を合理的に見積

もることが可能な工事につい

て、損失見込額を計上してい

る。

  ④退職給付引当金   ④退職給付引当金   ④退職給付引当金

   当社及び連結子会社は、従業

員の退職給付支給に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

している。

   会計基準変更時差異はない。

   なお、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理している。

同左

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

いる。

   会計基準変更時差異はない。

   数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法に

より按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費

用処理している。 

なお、当連結会計年度に実施

した当社の退職給付規程の改

訂により発生した過去勤務債

務は、当連結会計年度におい

て一括償却している。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  ⑤損害補償損失引当金   ⑤損害補償損失引当金   ⑤損害補償損失引当金

   当社及び連結子会社は、将来

の損害補償損失に備えるた

め、当中間連結会計期間末に

おいて発生の可能性が高く、

かつ損失の金額を合理的に見

積もることが可能なものにつ

いて、その損失見込額を計上

している。

   なお、当中間連結会計期間末

においては、当社の独占禁止

法違反に伴う違約金の発生に

備えるため、違約金発生見込

額について計上している。

同左

   将来の損害補償損失に備える

ため、当連結会計年度末にお

いて発生の可能性が高く、か

つ損失の金額を合理的に見積

もることが可能なものについ

て、その損失見込額を計上し

ている。

   なお、当連結会計年度末にお

いては、当社の独占禁止法違

反に伴う違約金の発生に備え

るため、違約金発生見込額に

ついて計上している。

 (4) 売上高の計上基準  (4) 売上高の計上基準  (4) 売上高の計上基準

   売上高の計上基準は原則とし

て完成引渡基準によっている

が、工期１年以上かつ請負金

額が１億円以上の工事に工事

進行基準を採用している。

   売上高のうち、工事進行基準

により計上した金額は4,242

百万円である。

   売上高の計上基準は原則とし

て完成引渡基準によっており

ますが、工期１年以上かつ請

負金額が１億円以上の工事に

工事進行基準を採用しており

ます。

   売上高のうち、工事進行基準

に よ り 計 上 し た 金 額 は

3,375百万円であります。

   売上高の計上基準は原則とし

て完成引渡基準によっている

が、工期１年以上かつ請負金

額が１億円以上の工事に工事

進行基準を採用している。

   売上高のうち、工事進行基準

により計上した金額は8,371

百万円である。

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。な

お、在外持分法適用会社の資

産、負債、収益及び費用は、

在外持分法適用会社の中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整

勘定に含めている。

同左

   外貨建金銭債権債務は、決算

期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。な

お、在外持分法適用会社の資

産、負債、収益及び費用は、

在外持分法適用会社の決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定

に含めている。

 (6) 重要なリース取引の処理方法  (6) 重要なリース取引の処理方法  (6) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。

同左 同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては特例

処理の要件を満たしているた

め特例処理を採用している。

同左 同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象   ②ヘッジ手段とヘッジ対象   ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ・ヘッジ手段…金利スワップ 

  ・ヘッジ対象…長期借入金
同左 同左

  ③ヘッジ方針   ③ヘッジ方針   ③ヘッジ方針

   変動金利の借入金の調達資金

を固定金利の資金調達に換え

るため、金利スワップ取引を

利用している。なお、投機目

的によるデリバティブ取引は

行わない方針である。

同左 同左

  ④ヘッジ有効性評価の方法   ④ヘッジ有効性評価の方法   ④ヘッジ有効性評価の方法

   キャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジの

有効性の判定は省略してい

る。

同左 同左

 (8) 消費税等の会計処理 

   税抜き方式によっている。

 (8) 消費税等の会計処理

同左

 (8) 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、要求

払預金及び取得日から３ヶ月以

内に満期の到来する流動性が高

く、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投

資からなる。

同左

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、要求払預

金及び取得日から３ヶ月以内に

満期の到来する流動性が高く、

容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリス

クしか負わない短期的な投資か

らなる。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は9,210百万円である。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結財務諸表は、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成して

いる。

─── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当連結会計年度より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は7,433百万円である。 

なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結財

務諸表は、改正後の連結財務諸表規

則により作成している。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

13,534百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

12,908百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

13,170百万円

 

 

※２ 担保資産

   ・長期借入金4,800百万円(う

ち短期借入金1,000百万円)

の担保に供している資産は

次のとおりである。

受取手形及び 
完成工事 
未収入金等

133百万円

建物 1,894百万円

土地 9,916百万円

投資有価証券 134百万円

計 12,080百万円

    上記のうち工場財団抵当に

供している資産

建物 60百万円

土地 3,366百万円

計 3,426百万円

    上記担保付債務のうち、工

場財団抵当に対応する債務

は、長期借入金4,750百万

円(うち短期借入金950百万

円)である。 

なお、当該債務には、共同

担保を設定している債務を

含んでいる。

・土地賃借契約の保証とし

て、投資有価証券(大阪市

債)のうち９百万円及び投

資その他の資産のその他

(差入保証金)のうち22百万

円を、大阪市に差し入れて

いる。

 

 

※２ 担保資産

   ・長期借入金2,070百万円(う

ち短期借入金678百万円)の

担保に供している資産は次

のとおりであります。

受取手形 245百万円

建物 691百万円

土地 8,786百万円

計 9,723百万円

    上記のうち工場財団抵当に

供している資産

建物 55百万円

土地 3,366百万円

計 3,421百万円

    上記担保付債務のうち、工

場財団抵当に対応する債務

は、長期借入金2,070百万

円(うち短期借入金678百万

円)であります。 

なお、当該債務には、共同

担保を設定している債務を

含んでおります。

・土地賃借契約の保証とし

て、有価証券６百万円及び

投資有価証券３百万円(い

ずれも大阪市債)ならびに

投資その他の資産のその他

(差入保証金)22百万円を、

大阪市に差し入れておりま

す。

 

 

※２ 担保資産

   ・短期借入金1,200百万円及

び長期借入金2,570百万円

(うち短期借入金850百万

円)の担保に供している資

産は次のとおりである。

受取手形 167百万円

建物 713百万円

土地 8,786百万円

投資有価証券 66百万円

計 9,734百万円

    上記のうち工場財団抵当に

供している資産

建物 57百万円

土地 3,366百万円

計 3,423百万円

    上記担保付債務のうち、工

場財団抵当に対応する債務

は、長期借入金2,545百万

円(うち短期借入金825百万

円)である。 

なお、当該債務には、共同

担保を設定している債務を

含んでいる。

・土地賃借契約の保証とし

て、有価証券６百万円及び

投資有価証券３百万円(い

ずれも大阪市債)ならびに

投資その他の資産のその他

(差入保証金)22百万円を、

大阪市に差し入れている。

 ３ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行とコミ

ットメントライン契約を締結

している。当中間連結会計期

間末におけるコミットメント

ライン契約に係る借入金未実

行残高等は次のとおりであ

る。

 

コミットメント 
ライン契約の総額

2,500百万円

当中間連結会計 
期間末借入残高

─百万円

当中間連結会計 
期間末未実行残高

2,500百万円

 ３ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行とコミ

ットメントライン契約を締結

しております。当中間連結会

計期間末におけるコミットメ

ントライン契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりで

あります。

 

コミットメント
ライン契約の総額

2,000百万円

当中間連結会計
期間末借入残高

─百万円

当中間連結会計
期間末未実行残高

2,000百万円

 ３ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行とコミ

ットメントライン契約を締結

している。当連結会計年度末

におけるコミットメントライ

ン契約に係る借入金未実行残

高等は、以下のとおりであ

る。

 

コミットメント 
ライン契約の総額

2,200百万円

当連結会計年度末 
借入残高

1,200百万円

当連結会計年度末 
未実行残高

1,000百万円



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 ４ 偶発債務

   連結子会社以外の会社の金融

機関等からの借入債務に対し

て、次のとおり債務保証を行

っている。

 

  借入債務に対する保証

 ㈱アイティーティ
ー

26百万円

 紫雲寺風力発電㈱ 212百万円

  計 238百万円

――― ―――

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ている。なお、当中間連結会

計期間末日が金融機関の休日

であったため、受取手形の中

間連結会計期間末残高には、

中間連結会計期間末日満期手

形が７百万円含まれている。

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連

結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、受取手形

の中間連結会計期間末残高に

は、中間連結会計期間末日満

期手形が22百万円含まれてお

ります。

※５ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をして

いる。なお、当連結会計年度

の末日は金融機関の休日であ

ったため、受取手形の連結会

計年度末残高には、連結会計

年度末日満期手形が52百万円

含まれている。



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な科目及び金額

役員報酬 68百万円

従業員給料手当 390百万円

賞与引当金 
繰入額

60百万円

退職給付費用 27百万円

法定福利費 64百万円

通信交通費 90百万円

租税公課 21百万円

減価償却費 27百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な科目及び金額

従業員給料手当 388百万円

賞与引当金
繰入額

66百万円

退職給付費用 21百万円

貸倒引当金 

繰入額
34百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な科目及び金額

役員報酬 129百万円

従業員給料手当 833百万円

賞与引当金
繰入額

65百万円

退職給付費用 39百万円

法定福利費 126百万円

通信交通費 176百万円

貸倒引当金
繰入額

41百万円

※２ 固定資産売却益は、主に機械

装置の売却によるものであ

る。

─── ※２ 固定資産売却益は、主に当社

本社(土地、建物及び構築物

他)の売却によるものであ

る。

─── ※３ 固定資産売却損は、主に千葉

第二工場(土地及び建物)の売

却によるものであります。 

───

※４ 固定資産除却損は、主に建物

及び機械装置の除却によるも

のである。 

※４ 固定資産除却損は、主に備品

の除却によるものでありま

す。 

※４ 固定資産除却損は、主に機械

装置の除却によるものであ

る。

─── ─── ※５ 減損損失

   当連結会計年度において、当

社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上した。

   場所  千葉第二工場

       (千葉県八千代市)

   用途  鋼構造物生産設備 

    (遊休)

   種類  土地

   当社グループは、継続的に収

支の把握を行っている管理会

計上の区分を基礎とし、資産

のグループ化を行っている。 

上記工場については、対象資

産が遊休化したため、当該資

産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に295

百万円計上した。 

なお、当該資産グループの回

収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、売却見込

額に基づき算定している。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加   428株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項なし。 

  
４ 配当に関する事項 

  該当事項なし。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3,055株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はございません。 

  
４ 配当に関する事項 

  該当事項はございません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 33,397,346 ─ ─ 33,397,346

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 30,747 428 ─ 31,175

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 33,397,346 ─ ─ 33,397,346

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 31,817 3,055 ─ 34,872



次へ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,070株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項なし。 

  
４ 配当に関する事項 

  該当事項なし。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 33,397,346 ─ ─ 33,397,346

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 30,747 1,070 ─ 31,817

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成18年９月30日)

現金預金勘定 1,414百万円

現金及び 
現金同等物

1,414百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成19年９月30日)

現金預金勘定 2,275百万円

現金及び 
現金同等物

2,275百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成19年３月31日)

現金預金勘定 2,219百万円

現金及び
現金同等物

2,219百万円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

14 10 3

工具器具 
及び備品

98 58 39

ソフト 
ウェア

12 1 11

合計 125 70 54

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

21 13 7

工具器具 
及び備品

92 57 35

ソフト 
ウェア

19 4 14

合計 132 75 57

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

14 12 2

工具器具 
及び備品

85 52 33

ソフト 
ウェア

12 2 9

合計 112 67 45

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定している。

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してい

る。

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 22百万円

１年超 32百万円

合計 54百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 18百万円

１年超 38百万円

合計 57百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 17百万円

１年超 27百万円

合計 45百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

いる。

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定している。

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 13百万円

減価償却費相当額 13百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 748 1,786 1,037

債券 18 19 0

合計 767 1,805 1,037

種類
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 ＭＭＦ 5

 非上場株式 188

合計 194

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 330 382 51

債券 8 9 0

合計 339 391 51

種類
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 ＭＭＦ 5

 非上場株式 157

合計 162



前へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いている。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

 ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いております。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

 ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いている。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 該当事項なし。 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

 該当事項はございません。 

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 該当事項なし。 

  

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

株式 330 396 65

債券 18 19 0

合計 349 415 65

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 ＭＭＦ 5

 非上場株式 157

合計 162



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
(注) １．事業の区分の方法 

内部管理上採用している区分によっている。 
２．各事業区分の主な内容 

(1) 鋼構造物事業   橋梁・鉄骨その他鋼構造物の設計・製作・架設及び補修工事等 
(2) 労働者派遣事業  労働者派遣及び有料職業紹介事業 
(3) 賃貸倉庫事業   不動産賃貸及び物流倉庫事業 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １．事業の区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 
２．各事業区分の主な内容 

(1) 鋼構造物事業   橋梁その他鋼構造物の設計・製作・架設及び補修工事等 
(2) 労働者派遣事業  労働者派遣及び有料職業紹介事業 
(3) 賃貸倉庫事業   不動産賃貸及び物流倉庫事業 
(4) 防災関連事業   防災関連商品の販売及び施工 

３．追加情報 
当社グループは、当中間連結会計期間より、防災関連商品の販売及び施工を新たな事業として展開しております。今後、既存

商品の販売拡大及び新商品の開発により、同事業の重要性が増すと見込まれるため、当中間連結会計期間より、新たに「防災

関連事業」を事業区分に追加しております。 

  

鋼構造物事業 
(百万円)

労働者派遣事業
(百万円)

賃貸倉庫事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

5,462 1,190 262 6,915 ─ 6,915

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 22 10 33 (33) ─

計 5,462 1,213 273 6,948 (33) 6,915

営業費用 6,645 1,202 183 8,031 (33) 7,998

営業利益又は損失(△) △1,182 10 89 △1,083 ─ △1,083

鋼構造物 
事業 

(百万円)

労働者派遣 
事業 

(百万円)

賃貸倉庫
事業 

(百万円)

防災関連
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

6,169 1,302 196 23 7,691 ─ 7,691

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 24 0 ─ 24 (24) ─

計 6,169 1,326 197 23 7,716 (24) 7,691

営業費用 6,138 1,334 117 19 7,610 (24) 7,585

営業利益又は損失(△) 31 △7 79 3 106 ─ 106



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １．事業の区分の方法 

内部管理上採用している区分によっている。 
２．各事業区分の主な内容 

(1) 鋼構造物事業   橋梁その他鋼構造物の設計・製作・架設及び補修工事等 
(2) 労働者派遣事業  労働者派遣及び有料職業紹介事業 
(3) 賃貸倉庫事業   不動産賃貸及び物流倉庫事業 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

全セグメントの売上高合計に占める「本邦」の割合が90％超であるので、記載を省略している。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高合計に占める「本邦」の割合が90％超であるので、記載を省略しております。

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高合計に占める「本邦」の割合が90％超であるので、記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので、記載を省略している。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので、記載を省略している。 

  

鋼構造物事業 
(百万円)

労働者派遣事業
(百万円)

賃貸倉庫事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

12,399 2,453 513 15,365 ─ 15,365

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 45 19 64 (64) ─

計 12,399 2,498 532 15,430 (64) 15,365

営業費用 15,235 2,479 320 18,035 (64) 17,970

営業利益又は営業損失(△) △2,836 19 211 △2,605 ─ △2,605



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失 

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はございません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 276円03銭 １株当たり純資産額 228円74銭 １株当たり純資産額 222円78銭

１株当たり中間純損失 66円10銭 １株当たり中間純利益 5円76銭 １株当たり当期純損失 102円08銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益は、潜在株式がないため、

記載をしていない。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益は、潜在株式がないため、

記載をしておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益は、潜在株式がないため、

記載をしていない。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の 
中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△)(百万円)
△2,205 192 △3,405

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

─ ─ ─

普通株式に係る中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)(百万円)

△2,205 192 △3,405

普通株式の期中平均株式数(株) 33,366,354 33,363,965 33,366,039

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(投資有価証券の売却) 

当社は、平成18年11月17日開催の取

締役会において、当社が保有する投

資有価証券を売却することを決議し

た。 

 

１．売却する理由 

財務体質の改善を図るために売却す

るものである。 

 

２．売却の内容 

(1)売却する投資有価証券 

 当社保有の上場有価証券３銘柄 

(2)売却価額(予定)  約８億円 

(3)売却益(予定)   約６億円

――― ―――



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金預金 987 1,816 1,545

 ２ 受取手形
※2 
※6

147 269 262

 ３ 完成工事 
   未収入金

4,415 2,741 5,506

 ４ 有価証券 ※2 15 11 21

 ５ 未成工事支出金 1,832 973 1,481

 ６ 材料貯蔵品 15 17 18

 ７ その他 ※4 1,039 786 878

   貸倒引当金 ─ △53 △40

   流動資産合計 8,453 31.7 6,563 32.2 9,673 40.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物
※1 
※2

2,962 1,752 1,755

  (2) 構築物 ※1 1,028 940 981

  (3) 機械装置 ※1 595 524 518

  (4) 土地 ※2 10,681 9,233 9,765

  (5) その他 ※1 119 141 110

   有形固定資産 
   合計

15,388 12,593 13,131

 ２ 無形固定資産 167 134 144

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 ※2 1,946 542 555

  (2) 関係会社株式 519 212 219

  (3) その他 ※2 352 582 569

    貸倒引当金 △123 △240 △233

   投資その他の 
   資産合計

2,694 1,095 1,112

   固定資産合計 18,250 68.3 13,822 67.8 14,388 59.8

   資産合計 26,704 100.0 20,386 100.0 24,061 100.0



前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 1,538 1,237 2,118

 ２ 工事未払金 1,297 963 1,254

 ３ 短期借入金 ※2 1,300 878 2,250

 ４ １年以内償還 
   予定の社債

─ 500 500

 ５ 未払法人税等 21 18 30

 ６ 未成工事受入金 772 1,548 1,446

 ７ 預り金 559 303 467

 ８ 賞与引当金 73 76 87

 ９ 工事損失引当金 287 220 887

 10 損害補償損失 
   引当金

576 419 419

 11 その他 711 499 418

   流動負債合計 7,139 26.8 6,665 32.7 9,880 41.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,000 500 500

 ２ 長期借入金 ※2 3,800 1,392 1,720

 ３ 繰延税金負債 410 20 25

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

3,452 3,193 3,360

 ５ 退職給付引当金 1,560 1,434 1,503

 ６ その他 65 2 3

   固定負債合計 10,288 38.5 6,542 32.1 7,112 29.5

   負債合計 17,428 65.3 13,207 64.8 16,993 70.6



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,903 18.3 4,903 24.1 4,903 20.4

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,594 1,594 1,594

  (2) その他 
    資本剰余金

145 145 145

   資本剰余金合計 1,739 6.5 1,739 8.5 1,739 7.2

 ３ 利益剰余金

  (1) その他 
    利益剰余金

    繰越利益 
    剰余金

△2,572 △4,092 △4,467

   利益剰余金合計 △2,572 △9.6 △4,092 △20.1 △4,467 △18.6

 ４ 自己株式 △6 △0.0 △6 △0.0 △6 △0.0

   株主資本合計 4,065 15.2 2,543 12.5 2,169 9.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

627 2.3 31 0.1 39 0.2

 ２ 土地再評価 
   差額金

4,583 17.2 4,603 22.6 4,858 20.2

   評価・換算 
   差額等合計

5,211 19.5 4,634 22.7 4,898 20.4

   純資産合計 9,276 34.7 7,178 35.2 7,068 29.4

   負債純資産合計 26,704 100.0 20,386 100.0 24,061 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 完成工事高 4,408 100.0 4,849 100.0 9,901 100.0

Ⅱ 完成工事原価 4,586 104.0 4,214 86.9 11,220 113.3

   完成工事総利益 
   又は完成工事 
   総損失(△)

△178 △4.0 635 13.1 △1,319 △13.3

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

602 13.7 560 11.6 1,152 11.6

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△781 △17.7 74 1.5 △2,471 △24.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 5 10 16

 ２ 受取配当金 23 14 29

 ３ その他 14 43 1.0 5 30 0.7 35 82 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 71 42 144

 ２ 社債利息 7 7 15

 ３ シンジケート 
   ローン手数料

36 27 68

 ４ その他 10 125 2.9 9 87 1.8 43 272 2.8

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△863 △19.6 18 0.4 △2,661 △26.9

Ⅵ 特別利益 ※1 34 0.8 ─ ─ 1,383 14.0

Ⅶ 特別損失
※2 
※3

1,046 23.7 55 1.2 2,297 23.2

   税引前中間 
   (当期)純損失

1,875 △42.5 37 △0.8 3,575 △36.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

11 10 22

   法人税等調整額 ─ 11 0.3 △167 △156 △3.3 △91 △69 △0.7

   中間純利益又は 
   中間(当期) 
   純損失(△)

△1,886 △42.8 119 2.5 △3,506 △35.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 4,903 1,594 145 1,739 △686 △6 5,951

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,886 △1,886

 自己株式の取得 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ ─ △1,886 △0 △1,886

平成18年９月30日残高(百万円) 4,903 1,594 145 1,739 △2,572 △6 4,065

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 775 4,583 5,358 11,310

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,886

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△147 ─ △147 △147

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△147 ─ △147 △2,034

平成18年９月30日残高(百万円) 627 4,583 5,211 9,276



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 4,903 1,594 145 1,739 △4,467 △6 2,169

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 119 119

 自己株式の取得 △0 △0

 土地再評価差額金の取崩額 255 255

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ ─ 374 △0 374

平成19年９月30日残高(百万円) 4,903 1,594 145 1,739 △4,092 △6 2,543

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 39 4,858 4,898 7,068

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 119

 自己株式の取得 △0

 土地再評価差額金の取崩額 255

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△8 △255 △263 △263

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△8 △255 △263 110

平成19年９月30日残高(百万円) 31 4,603 4,634 7,178



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 4,903 1,594 145 1,739 △686 △6 5,951

事業年度中の変動額

 当期純損失 △3,506 △3,506

 土地再評価差額金の取崩 △275 △275

 自己株式の取得 △0 △0

事業年度中の変動額合計(百万円) △3,781 △0 △3,781

平成19年３月31日残高(百万円) 4,903 1,594 145 1,739 △4,467 △6 2,169

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 775 4,583 5,358 11,310

事業年度中の変動額

 当期純損失 △3,506

 土地再評価差額金の取崩 △275

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△735 275 △460 △460

事業年度中の変動額合計(百万円) △735 275 △460 △4,241

平成19年３月31日残高(百万円) 39 4,858 4,898 7,068



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― 当社は、当中間会計期間において
119百万円の中間純利益を計上しま
したが、前事業年度において営業損
失2,471百万円、経常損失2,661百万
円及び当期純損失3,506百万円を計
上し、また、当期純損失の計上は５
期連続となりました。当該状況によ
り、当社には継続企業の前提に関す
る重要な疑義が存在しております。 
当該状況は、鋼橋市場の漸減傾向を
見据えて事業の再構築、希望退職の
実施及び生産拠点の集約等の大規模
なリストラを実施したことにより、
連続して当期純損失を計上するに至
ったこと、また前事業年度において
は、平成18年３月期における鋼橋業
界での独占禁止法違反事件による指
名停止措置に伴う受注量の減少、指
名停止措置後の鋼橋発注再開後の受
注競争の激化による低価格工事の増
加、独占禁止法違反に係る罰金及び
違約金の支払いの発生等の結果、生
じたものであります。 
当社は、当該状況を解消するため、
平成19年３月に策定した「新中期経
営計画」に基づき、当社が創業以来
積み上げてきた橋梁事業全般に係る
技術力と施工実績を背景に、変化す
る鋼橋市場における当社の役割を企
画・設計から製作、架設、保全に至
るまで一貫してマネジメントする
「鋼橋総合エンジニアリング」と位
置づけ、技術提案型営業を強化する
ことにより顧客ニーズに的確に応
え、採算性の向上を推進するととも
に、事業領域の拡大による事業ポー
トフォリオの再構築を図るべく、
「防災」をテーマとした新規事業を
積極的に展開し、新たな付加価値の
獲得に努めております。 
さらに、人員再配置を含む生産体制
及び受注体制の再構築を実施し、生
産効率の向上と工場操業度の平準化
を重視した工事受注に取り組んでお
り、共通固定費の抜本的な見直しを
行う中で、コスト構造の 適化を図
り利益の改善に注力するとともに、
経営計画の確実な達成に向けて当社
の経営管理機構を改革し、迅速な意
思決定と機動的な業務執行を重視し
た経営管理体制に移行いたしまし
た。 
その結果、当中間会計期間の受注高
は7,453百万円と前年同期に比べ
1,349百万円(22.1％)の増加となり
ました。 
また、当中間会計期間に、財務体質
の一層の改善を図るべく保有する千
葉第二工場(土地・建物)を売却いた
しました。 
鋼橋業界を取り巻く事業環境が依然
不安定な中で、当社は、引き続き経
営計画達成に向けて鋭意取り組み、
業績回復ならびにフリー・キャッシ
ュフローの創出による有利子負債の
圧縮を図ってまいります。 
従って、中間財務諸表は継続企業を
前提として作成しており、このよう
な重要な疑義の影響を中間財務諸表
には反映しておりません。

当社は、当事業年度において営業損
失2,471百万円、経常損失2,661百万
円及び当期純損失3,506百万円を計
上した。また、当期純損失の計上は
５期連続となった。このような状況
により、当社には継続企業の前提に
関する重要な疑義が存在している。 
当該状況は、鋼橋市場の漸減傾向を
見据えて事業の再構築、希望退職の
実施及び生産拠点の集約等の大規模
なリストラを実施したことにより、
連続して当期純損失を計上するに至
ったこと、また当事業年度において
は、前事業年度における鋼橋業界で
の独占禁止法違反事件による指名停
止措置に伴う受注量の減少、指名停
止措置後の鋼橋発注再開後の受注競
争の激化による低価格工事の増加、
独占禁止法違反に係る罰金及び違約
金の支払いの発生等の結果、生じた
ものである。 
当社は、当該状況を解消するため、
平成19年３月に策定した「新中期経
営計画」に基づき、当社が創業以来
積み上げてきた橋梁事業全般に係る
技術力と施工実績を背景に、変化す
る鋼橋市場における当社の役割を企
画・設計から製作、架設、保全に至
るまで一貫してマネジメントする
「鋼橋総合エンジニアリング」と位
置づけ、技術提案型営業を強化する
ことにより顧客ニーズに的確に応
え、採算性の向上を目指す。また、
事業領域の拡大による事業ポートフ
ォリオの再構築を図るべく、「防
災」をテーマとした新規事業を積極
的に展開し、新たな付加価値の獲得
を目指す。 
同時に、人員再配置を含む生産体制
及び受注体制の再構築を実施し、生
産効率の向上と工場操業度の平準化
を重視した工事受注を目指していく
とともに、共通固定費の抜本的な見
直しを行う中で、コスト構造の 適
化を図り利益の改善に注力してい
く。 
更には経営計画の確実な達成に向け
て当社の経営管理機構を改革し、迅
速な意思決定と機動的な業務執行を
重視した経営管理体制に移行する。
今後は、単年度での経営責任を明確
にした組織・機構下で、計画の完遂
を図っていく。 
当事業年度末においては金融機関の
財務制限条項に抵触していないが、
当社は本社等の売却により有利子負
債を大幅に削減した。今後は、経営
計画達成によるフリー・キャッシュ
フローの創出により有利子負債を圧
縮し、更なる財務体質の強化を図っ
ていく。 
従って、財務諸表は継続企業を前提
として作成しており、このような重
要な疑義の影響を財務諸表には反映
していない。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式及び関連会社株式 

   原価法・移動平均法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式及び関連会社株式

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式及び関連会社株式

同左

  ②その他有価証券   ②その他有価証券   ②その他有価証券

   時価のあるもの

   中間決算日の市場価格等に基

づく時価法

   (評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法による)

   時価のないもの

   原価法・移動平均法

   時価のあるもの

  

 

同左

  

 

   時価のないもの

同左

   時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基

づく時価法

   (評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法による)

   時価のないもの

同左

 (2) たな卸資産  (2) たな卸資産  (2) たな卸資産

   未成工事支出金 

       原価法・個別法 

   材料・貯蔵品 

       原価法・移動平均法

同左 同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   建物は定額法、建物以外につ

いては定率法によっている。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。

建物 ３年～50年

構築物 ７年～60年

機械装置 ２年～17年

同左 同左

 (2) 無形固定資産  (2) 無形固定資産  (2) 無形固定資産

   ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額

法、その他の無形固定資産に

ついては、定額法を採用して

いる。

同左 同左

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してい

る。

同左 同左



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 賞与引当金  (2) 賞与引当金  (2) 賞与引当金

   従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額を計上してい

る。

同左 同左

 (3) 工事損失引当金  (3) 工事損失引当金  (3) 工事損失引当金

   受注工事の将来の損失に備え

るため、当中間会計期間末の

手持工事のうち損失の発生が

確実視され、かつ、同時点で

の当該損失額を合理的に見積

もることが可能な工事につい

て、損失見込額を計上してい

る。

同左

   受注工事の将来の損失に備え

るため、当事業年度末の手持

工事のうち損失の発生が確実

視され、かつ、同時点での当

該損失額を合理的に見積もる

ことが可能な工事について、

損失見込額を計上している。

 (4) 退職給付引当金  (4) 退職給付引当金  (4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付支給に備え

るため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

いる。

   会計基準変更時差異はない。

   なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法

により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用

処理している。

同左

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当事業年度末

において発生していると認め

られる額を計上している。 

会計基準変更時差異はない。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により

按分した額を、それぞれ発生

した翌事業年度から費用処理

している。 

なお、当事業年度に実施した

退職給付規程の改訂により発

生した過去勤務債務は、当事

業年度において一括償却して

いる。

 (5) 損害補償損失引当金  (5) 損害補償損失引当金  (5) 損害補償損失引当金

   将来の損害補償損失に備える

ため、当中間会計期間末にお

いて発生の可能性が高く、か

つ損失の金額を合理的に見積

もることが可能なものについ

て、その損失見込額を計上し

ている。 

なお、当中間会計期間末にお

いては、独占禁止法違反に伴

う違約金の発生に備えるた

め、違約金発生見込額につい

て計上している。

同左

   将来の損害補償損失に備える

ため、当事業年度末において

発生の可能性が高く、かつ損

失の金額を合理的に見積もる

ことが可能なものについて、

その損失見込額を計上してい

る。 

なお、当事業年度末において

は、独占禁止法違反に伴う違

約金の発生に備えるため、違

約金発生見込額について計上

している。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 完成工事高の計上基準 ４ 完成工事高の計上基準 ４ 完成工事高の計上基準

  完成工事高の計上は原則として

工事完成基準によっているが、

工期１年以上かつ請負金額が１

億円以上の工事に工事進行基準

を採用している。

  完成工事高のうち、工事進行基

準により計上した金額は3,821

百万円である。

  完成工事高の計上は原則として

工事完成基準によっております

が、工期１年以上かつ請負金額

が１億円以上の工事に工事進行

基準を採用しております。

  完成工事高のうち、工事進行基

準により計上した金額は3,092

百万円であります。

  完成工事高の計上は原則として

工事完成基準によっているが、

工期１年以上かつ請負金額が１

億円以上の工事に工事進行基準

を採用している。

  完成工事高のうち、工事進行基

準により計上した金額は7,462

百万円である。

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理している。

同左

  外貨建金銭債権債務は、決算期

末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理している。

６ リース取引の処理方法 ６ リース取引の処理方法 ６ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ている。

同左 同左

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては特例

処理の要件を満たしているた

め特例処理を採用している。

同左 同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ・ヘッジ手段…金利スワップ 

  ・ヘッジ対象…長期借入金
同左 同左

 (3) ヘッジ方針  (3) ヘッジ方針  (3) ヘッジ方針

   変動金利の借入金の調達資金

を固定金利の資金調達に換え

るため、金利スワップ取引を

利用している。なお、投機目

的によるデリバティブ取引は

行わない方針である。

同左 同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法  (4) ヘッジ有効性評価の方法  (4) ヘッジ有効性評価の方法

   キャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジの

有効性の判定は省略してい

る。

同左 同左

８ その他中間財務諸表作成の基本

となる重要な事項

  消費税等の会計処理について

８ その他中間財務諸表作成の基本

となる重要な事項

  消費税等の会計処理について

８ その他財務諸表作成の基本とな

る重要な事項

  消費税等の会計処理について

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっている。
同左 同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は9,276百万円である。 

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。

─── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当事業年度より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は7,068百万円である。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成している。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

11,077百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

10,683百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

10,772百万円

※２ 担保資産

 (1) 投資有価証券のうち134百万

円は長期借入金50百万円(う

ち短期借入金50百万円)の担

保として提供している。

※２ 担保資産

 ───

※２ 担保資産

 (1) 投資有価証券のうち66百万円

は長期借入金25百万円(うち

短期借入金25百万円)の担保

として提供している。

 

 

 (2)  下記の資産は長期借入金

4,750百万円(うち短期借入金

950百万円)の担保として提供

しており、その内訳は次のと

おりである。

受取手形 133百万円

有形固定資産

 建物 1,894百万円

 土地 9,916百万円

計 11,945百万円

上記の有形固定資産のうち工

場財団抵当に供している資産

建物 60百万円

土地 3,366百万円

計 3,426百万円

上記担保付債務のうち、工場

財団に対応する債務は、長期

借入金4,750百万円(うち１年

以内返済予定の長期借入金

950百万円)である。 

なお、当該債務には、共同担

保を設定している債務を含ん

でいる。

 

 

 (1)  下記の資産は長期借入金

2,070百万円(うち短期借入金

678百万円)の担保として提供

しております。

受取手形 245百万円

有形固定資産

 建物 691百万円

 土地 8,786百万円

計 9,723百万円

上記の有形固定資産のうち工

場財団抵当に供している資産

建物 55百万円

土地 3,366百万円

計 3,421百万円

上記担保付債務のうち、工場

財団に対応する債務は、長期

借入金2,070百万円(うち１年

以内返済予定の長期借入金

678百万円)であります。 

なお、当該債務には、共同担

保を設定している債務を含ん

でおります。

 

 

 (2)  下記の資産は短期借入金

1,200百万円及び長期借入金

2,545百万円(うち短期借入金

825百万円)の担保として提供

している。

受取手形 167百万円

有形固定資産

 建物 713百万円

 土地 8,786百万円

計 9,667百万円

上記の有形固定資産のうち工

場財団抵当に供している資産

建物 57百万円

土地 3,366百万円

計 3,423百万円

上記担保付債務のうち、工場

財団に対応する債務は、長期

借入金2,545百万円(うち１年

以内返済予定の長期借入金

825百万円)である。 

なお、当該債務には、共同担

保を設定している債務を含ん

でいる。

 (3) 投資有価証券(大阪市債)のう

ち９百万円及び投資その他の

資産のその他(差入保証金)の

うち22百万円は土地賃借契約

の保証として大阪市に差し入

れている。

 (2) 土地賃借契約の保証として、

有価証券６百万円及び投資有

価証券３百万円(いずれも大

阪市債)ならびに投資その他

の資産のその他(差入保証金)

22百万円を、大阪市に差し入

れております。

 (3) 土地賃借契約の保証として、

有価証券６百万円及び投資有

価証券３百万円(いずれも大

阪市債)ならびに投資その他

の資産のその他(差入保証金)

22百万円を、大阪市に差し入

れている。

 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行とコミ

ットメントライン契約を締結

している。当中間会計期間末

におけるコミットメントライ

ン契約に係る借入金未実行残

高等は次のとおりである。

コミットメント 
ライン契約の総額

2,500百万円

当中間会計期間末 
借入残高

─百万円

当中間会計期間末 
未実行残高

2,500百万円

 ３ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行とコミ

ットメントライン契約を締結

しております。当中間会計期

間末におけるコミットメント

ライン契約に係る借入金未実

行残高等は次のとおりであり

ます。

コミットメント
ライン契約の総額

2,000百万円

当中間会計期間末
借入残高

─百万円

当中間会計期間末
未実行残高

2,000百万円  

 ３ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行とコミ

ットメントライン契約を締結

している。当事業年度末にお

けるコミットメントライン契

約に係る借入金未実行残高等

は、以下のとおりである。

コミットメント 
ライン契約の総額

2,200百万円

当事業年度末
借入残高

1,200百万円

当事業年度末
未実行残高

1,000百万円



 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※４ 消費税等の表示 ※４ 消費税等の表示 ―――

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産

「その他」に含めて表示して

いる。

同左

 

 ５ 偶発債務

   下記の会社の金融機関等から

の借入債務に対して、債務保

証を行っている。

 

  借入債務に対する保証

松尾エンジニヤリン
グ㈱

600百万円

㈱アイティーティー 26百万円

紫雲寺風力発電㈱ 212百万円

  計 838百万円

 

 ５ 偶発債務

   下記の会社の金融機関からの

借入債務に対して、債務保証

を行っております。

松尾エンジニヤリン
グ㈱

570百万円

 

 ５ 偶発債務

   下記の会社の金融機関からの

借入債務に対して、債務保証

を行っている。

松尾エンジニヤリン
グ㈱

585百万円

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してい

る。なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であった

ため、受取手形の中間会計期

間末残高には、中間会計期間

末日満期手形が１百万円含ま

れている。

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期

間末日が金融機関の休日であ

ったため、受取手形の中間会

計期間末残高には、中間会計

期間末日満期手形が２百万円

含まれております。

───



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 特別利益の主要項目

投資有価証券 
売却益

30百万円

─── ※１ 特別利益の主要項目

投資有価証券 
売却益

1,125百万円

 

※２ 特別損失の主要項目

課徴金及び 
違約金等

5百万円

損害補償損失 
引当金繰入額

780百万円

独占禁止法違反 
に係る罰金

240百万円

 

 

※２ 特別損失の主要項目

固定資産
売却損

34百万円

固定資産売却損は、主に千葉

第二工場(土地及び建物)の売

却によるものであります。

固定資産
除却損

13百万円

固定資産除却損は、備品の除

却によるものであります。
 

※２ 特別損失の主要項目

損害補償損失 
引当金繰入額

780百万円

未成工事支出金 
整理損

461百万円

関係会社株式 
評価損

299百万円

減損損失 232百万円

─── ─── ※３ 当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて

減損損失を計上した。

 

   場所  千葉第二工場

       (千葉県八千代市)

   用途  賃貸用資産(遊休)

   種類  土地

 

   当社は、継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の区

分を基礎とし、資産のグルー

プ化を行っている。

   上記工場については、対象資

産が遊休化したため、当該資

産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に232

百万円計上した。

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、売却見込

額に基づき算定している。

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 175百万円

無形固定資産 13百万円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 154百万円

無形固定資産 8百万円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 293百万円

無形固定資産 25百万円



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   単元未満株式の買取りによる増加   428株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  3,055株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,070株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 30,747 428 ─ 31,175

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 31,817 3,055 ─ 34,872

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 30,747 1,070 ─ 31,817



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 
相当額 

(百万円)

有形固定 
資産その他

37 25 11

ソフト 
ウェア

12 1 11

合計 49 26 22

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定 
資産その他

39 28 11

ソフト 
ウェア

19 4 14

合計 58 32 26

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

有形固定 
資産その他

33 24 8

ソフト 
ウェア

12 2 9

合計 45 27 18

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定している。

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してい

る。

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 8百万円

１年超 14百万円

合計 22百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 7百万円

１年超 18百万円

合計 26百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 6百万円

１年超 11百万円

合計 18百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

いる。

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定している。

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 10百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはございません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失 

 
  

(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 278円02銭 １株当たり純資産額 215円17銭 １株当たり純資産額 211円85銭

１株当たり中間純損失 56円53銭 １株当たり中間純利益 3円57銭 １株当たり当期純損失 105円08銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益は、潜在株式がないため、

記載をしていない。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益は、潜在株式がないため、

記載をしておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益は、潜在株式がないため、

記載をしていない。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間純利益又 
は中間(当期)純損失(△)(百万円)

△1,886 119 △3,506

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

─ ─ ―

普通株式に係る中間純利益又は 
中間(当期)純損失(百万円)

△1,886 119 △3,506

普通株式の期中平均株式数(株) 33,366,354 33,363,965 33,366,039

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(投資有価証券の売却)

当社は、平成18年11月17日開催の取

締役会において、当社が保有する投

資有価証券を売却することを決議し

た。

１．売却する理由

財務体質の改善を図るために売却

するものである。

２．売却の内容

(1)売却する投資有価証券 

 当社保有の上場有価証券３銘柄 

(2)売却価額(予定)  約８億円 

(3)売却益(予定)   約６億円

――― ―――



(2) 【その他】 

該当事項はございません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第128期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 
近畿財務局長に提出

(2)
有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第128期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年８月３日 
近畿財務局長に提出

(3)
有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第124期)

自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出

(4)
有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第125期)

自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出

(5)
半期報告書の 
訂正報告書

(第126期中)
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出

(6)
有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第126期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出

(7)
半期報告書の 
訂正報告書

(第127期中)
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出

(8)
有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第127期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出

(9)
半期報告書の 
訂正報告書

(第128期中)
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出

(10)
有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第128期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出



該当事項はございません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月15日

松尾橋梁株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている松尾橋梁株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、松尾橋梁株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月21日

松尾橋梁株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている松尾橋梁株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、松尾橋梁株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

継続企業の前提に関する注記に記載しているとおり、会社は当中間連結会計期間において中間純利益を計

上したが、前連結会計年度において、重要な営業損失、経常損失及び当期純損失、並びに重要なマイナスの

営業活動によるキャッシュ・フローを計上したとともに、６期連続して当期純損失を計上したことにより、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されて

いる。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結

財務諸表には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月15日

松尾橋梁株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている松尾橋梁株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第128期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、松尾橋梁株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月21日

松尾橋梁株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている松尾橋梁株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第129期事業年度の中

間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、松尾橋梁株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

継続企業の前提に関する注記に記載しているとおり、会社は当中間会計期間において中間純利益を計上し

たが、前事業年度において、重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上したとともに、５期連続して

当期純損失を計上したことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する

経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管している。
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